
　今回は、軽自動車税の減免申請や、原動機付自転車等の登録・廃車申告される際の「本人確認」と未成年の
使用者に求める「同意書」および個人住民税（市・県民税）の扶養控除についてお知らせします。 

■軽自動車税の減免申請について 
 

問い合わせ ８７６－１２３４ 

１　障がいのある方に対する減免の基準 
　減免の対象となるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者福祉手帳の交付を受

けている方のために使用される軽自動車で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請に

より軽自動車税が全額減免されます。 

　減免の対象となる障がいの等級や条件の詳細については、市民税課庶務係までお問い合わせください。 

  

２　台数制限について 
 減免を受けられるのは、障がいのある方１人につき原動機付自転車、オートバイ、軽自動車もしくは普通

自動車のいずれか１台に限ります。 

　すでに減免を受けている車両を乗り換える場合には、新たな車両について減免申請を行う必要があります。 

  

３　申請期間 
　平成24年５月７日（月）から５月24日（木）まで 
  

４　減免の申請に必要な書類 
　　　①軽自動車税納税通知書 

　　　②身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、 

　　　　精神障害者保健福祉手帳のいずれか 

　　　③減免を受けようとする車両の自動車検査証 

　　　④運転される方の免許証 

　　　⑤納税義務者の印鑑（認め印可）  

  

 

　本市では、平成22年４月１日から原動機付自転車（125cc以下のオートバイ）および小型特殊自転車の登

録、名義変更、廃車などの手続を行う際に、窓口に来られた方の本人確認を行っています。 

 「本人なりすまし」による第三者からの虚偽その他不正な手段による申告などの防止および軽自動車税の適

正な賦課課税を目的としていますので、ご理解とご協力をお願いします。 

　なお、バイク関係業者の皆さまにおきましても、本人確認を行うことでご負担をお掛けすることになりま

すが、ご理解とご協力をお願いします。 

  

 

　未成年者が法律行為（契約等）を行うには、保護者の同意を得なければならないため、未成年者が使用者

として原動機付自転車等の登録をされる際には、保護者の同意を確認するために、同意書の提出を求めてい

ますので、ご理解とご協力をお願いします。 

　個人住民税の扶養控除が下図のように改正されました。個人住民税は平成24年度から適用されます。 

（所得税は平成23年分から適用されています。） Ｎｏ.10

●個人および法人市民税、軽自動車税等の賦課に関すること・・・・市民税課　内線（2211～2217） 
●固定資産税（土地、家屋および償却資産）の賦課に関すること・・・資産税課　内線（2261～2265） 
●市税の徴収や納税相談等に関すること・・・・・・・・・・・・・納 税 課　内線（2315・2318） 

問い合わせ：浦添市役所　市民税課庶務係　   ８７６－１２３４（内線２２１１・２２１２） 

■個人住民税（市・県民税）の扶養控除について 

●16歳未満の扶養親族にかかる扶養控除（33万円）が、廃止されます。 
●16歳以上19歳未満の特定扶養親族にかかる扶養控除の上乗せ部分（12万円）が廃止され、扶養控 
　除の額が33万円となります。 

　なお、年少扶養控除は廃止されますが、個人住民税の非課税限度額の算定等は、16歳未満扶養親族を含んだ 

扶養親族の人数で判定しています。 

 

※１　16歳以上19歳未満の特定扶養控除は、（一般）扶養控除に移行します。                  

※２　【　】内の数字は、所得税の控除額です。                  

 

◎モデルケース　　会社員で妻（収入なし）と14歳・18歳の子を扶養している場合 

３００万円 

５００万円 

７００万円 

 

給与収入 所得税額 
（平成22年分） 

0円 

59,500円 

165,500円 

市・県民税額 
（平成23年度） 

 

給与収入 所得税額 
（平成23年分） 

市・県民税額 
（平成24年度） 

 

（平成23年度） 
 

（平成24年度） 
 

13,000円 

139,500円 

297,500円 

 

３００万円 

５００万円 

７００万円 

 

24,000円 

91,000円 

228,500円 

 

59,500円 

193,500円 

342,500円 

 給与収入の１０％を社会保険料控除と仮定して計算。実際の税額は、個人の状況によって異なります。       

 

年少扶養控除 

33万円 
【38万円】（※２） 

廃止 

廃止 

特定扶養控除（※１）  

上乗せ分 
12万円 
【25万円】 

33万円 
【38万円】 

45万円 
【63万円】 

（一般）扶養控除 

33万円 
【38万円】 

老年扶養控除 

38万円 
【48万円】 

［年齢］　　　　　　～15歳 16歳　  18歳 19歳     22歳  23歳 　　　　　　　　　　　　69歳  70歳～ 

控 除 対 象 扶 養 親 族  

扶 養 親 族  

軽自動車税 第１期分の納期限は、 

５月31日（木）です。 
 忘れずに納めましょう！ 

 

今月の相談日は、５月20日（日）です。 

　時　間 ： 午前９時～午後５時 

　場　所 ： 納税課窓口（市役所本庁舎２階） 

※ご相談予定の方は、事前に納税課までお問い合わせくだ 
さい。対象は、市・県民税、固定資産税、軽自動車税です。 

休日納税・納付相談休日納税・納付相談 休日納税・納付相談 ■未成年の使用者が原動機付自転車等を登録される際の「同意書」について 
 

■原動機付自転車等の登録・廃車申告される際の「本人確認」について 

2012年　月　日 （    ） 15 広報うらそえ ５ １ 2012年　月　日 （    ） 14広報うらそえ ５ １ 


